
－ －計算式

単位当たり
コスト

-

―

24年度

算出根拠

▲ 2

当初見込み

件工事件数

単位 23年度

－

－

42 2

- -

－

本経費はこどもの城の維持管理のための修繕等の経費
や児童育成事業の実施に関する国の事務経費であり、
経費の性質上、活動指標や成果目標等を達成するため
の直接の費用ではないことから、単位当たりコストの算
出になじまない。

26年度見込

－

－－

37 21

23年度 24年度
目標値

（　　年度）

24年度 25年度

主な増減理由

－ －

X / Y

事業番号 642

国立総合児童センターの運営等に必要な経費 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　　：平成６年度
終了(予定)年度　：未定

担当課室 育成環境課 為石　摩利夫

事業名

■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ－２－２　児童の健全な育成及び資質の向上に必要な
サービスを提供すること

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童手当法第２９条の２

関係する計画、
通知等

－

26年度

- - -

24年度 25年度

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

昭和５４年の国際児童年を記念して昭和６０年に開館された「国立総合児童センター」（こどもの城）の管理等を行うことを目的とする。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

国立総合児童センター（以下「こどもの城」という。）の管理等
○実施主体：国（公益財団法人児童育成協会に運営委託）

その他児童の健全育成に必要な事業の実施　等
○実施主体：国

実施方法

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 27年度要求

予算
の状
況

当初予算 909 412 338

計

86 400

補正予算

-

翌年度へ繰越し ▲ 475 ▲ 42

予備費等

前年度から繰越し 258 475

692 845 378 88 400

593 73

執行率（％） 85.7% 46.0% 19.3%

389執行額

25年度

－

13

13

－

25年度成果指標

－－

単位

目標値 －

件

－

－

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度

達成度

成果目標及び成
果実績

（アウトカム） 本経費は国有財産の維持管理等に係るものであること
から、工事件数を成果実績と設定している。

成果実績

26年度活動見込

- - - -

単位当たり
コスト

37

－

21活動実績

26年度当初予算

0.7 2

（目）職員旅費 2 3

27年度要求費　目

（目）諸謝金 0.5 1 光熱水費や施設警備業務委託費等の維持管理費等を新規計上したことによる増

393

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）
（目）各所修繕 24 0

（目）庁費 59

（目）委員等旅費

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計 86.2 400



-

来館者へのサービスや来館者の安全の確保等のために
真に必要なものに限定している。

こどもの城は26年度末に閉館となる予定であり、来館者
へのサービスや来館者の安全の確保等の為に必要な予
算の執行のみを行ったことから、不用が生じている。

○

△

こどもの城は国立施設（国有財産）であることから、その
管理等に要する経費は設置者である国において措置す
る必要がある。

こどもの城には年間80万人前後の来館者があるため、
来館者へのサービスや来館者の安全を確保する等の観
点から必要な建物の維持管理等を行うことは、優先度が
高い。

支出先の選定に当たっては、予算決算及び会計令に従
い、予定価格の規模に応じて一般競争入札及び随意契
約を行っている。また、随意契約の場合も複数社からの
見積もりを徴取し比較した上で業者を選定しており、妥当
である。

こどもの城は国立施設（国有財産）であることから、その
管理等に要する経費は設置者である国において措置す
る必要がある。

―

年間80万人前後の来館者があることから、整備された施
設は十分に活用されていると言える。

-

-

評価に関する説明

改善の
方向性

―

―

―

-

―

-

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

―

点
検
・
改
善
結
果

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

こどもの城については、平成27年3月を目途として閉館することを公表（平成24年9月28日）したところであるが、閉館までの間、来館者の安
全確保等の観点から、国有財産の管理者として、必要最低限の予算を計上する必要がある。

―

現
状
通
り

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名

外部有識者の所見

―

638

点検結果

備考

－
所管府省・部局名

こどもの城については、平成26年度末で閉館する予定であり、閉館までの間は、従来から行ってきたように、来館者の安全確保等に必要な
修繕については、速やかに実施する。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

○

○

―

-

○

-

―

平成25年平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

重
複
排
除

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
有
効
性

750 659平成23年

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

－

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

点検結果も妥当であり、国有財産の維持管理のための修繕等に必要な経費であることから、引き続き必要な予算額を確保しつつ、適正な執
行に努めること。

-

現
状
通
り

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

点検対象外

評　価項　　目



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 
73百万円 

国立総合児童センターの運営維持

管理及び児童の健全育成に必要な

事務経費 

Ｖ．事務費 
19百万円 

児童の健全育成に必要な事務経費
（諸謝金、職員旅費、備品費、消
耗品費、雑役務費等） 

【随意契約】 

Ｈ．東京パワーテクノ 
ロジー株式会社 
0.72百万円 

国立総合児童センター内微量ＰＣ
Ｂ汚染絶縁油収集運搬業務委託 

Ｊ．株式会社柏原設備 

 コンサルタント 

0.61百万円 

国立総合児童センター3階機械室
給湯管漏水修繕 

【随意契約】 
【随意契約】 

Ｑ．大谷清運株式会社 
0.21百万円 

国立総合児童センター内物品廃棄
業務（第１回分） 

【随意契約】 

Ｌ．大谷清運株式会社 
0.57百万円 

国立総合児童センター内物品廃棄
業務（第２回分） 

【随意契約】 

Ｉ．大谷清運株式会社 
0.70百万円 

国立総合児童センター内物品廃棄
業務（第３回分） 

【随意契約】 

Ｆ．山下設計式会社 
0.98百万円 

国立総合児童センター閉館に係る
検討業務 

【随意契約】 

Ｔ．日本通運式会社 
0.06百万円 

国立総合児童センター業務書類運
搬作業 

【一般競争入札】 

Ａ．株式会社大崎コンピュ 

   ータエンヂニアリング 
41百万円 

国立総合児童センター電気設備改
修工事 

【随意契約】 

Ｅ．山下設計式会社 
0.99百万円 

国立総合児童センター電気設備改
修工事監理業務 

【随意契約】 

Ｃ．有限会社東和地所 
1.49百万円 

国立総合児童センター 13階冷却
塔補給水層電磁弁及び排風機修繕
工事 

【随意契約】 

Ｄ．有限会社柏原設備 
1.44百万円 

国立総合児童センター 劇場楽屋
ファンコイルドレン及び11Ｆ空調
機修繕工事 

【随意契約】 

Ｂ．株式会社柏原設備     
コンサルタント 
1.68百万円 

国立総合児童センター 自動制御機
器及びダンパー等修繕工事 

【随意契約】 

Ｇ．荏原実業株式会社 
0.87百万円 

国立総合児童センター湧水排水ポ
ンプ及び12階トイレ修繕工事 

Ｕ．東京臨海リサイクル 
パワー株式会社 
0.05百万円 

国立総合児童センター内微量ＰＣＢ
汚染絶縁油処分業務委託 

【随意契約】 

【随意契約】 

Ｋ．荏原実業株式会社 
0.59百万円 

国立総合児童センターＢ４階蒸気
減圧弁修繕工事 

【随意契約】 

Ｍ．ドリコ株式会社 
0.57百万円 

国立総合児童センター中水ポンプ
修繕工事 

【随意契約】 

Ｎ．ドリコ株式会社 
0.50百万円 

国立総合児童センター調整槽ポン
プ、汚泥返送ポンプ交換工事 

【随意契約】 

Ｏ．森平舞台機構株式会社 
0.50百万円 

国立総合児童センター青山劇場舞
台操作卓制御機器修繕工事 

Ｐ．株式会社柏原設備 

 コンサルタント 

0.24百万円 

国立総合児童センター1階トイレ
内ベビーシート修繕 

【随意契約】 

【随意契約】 

Ｒ．有限会社東和地所 
0.17百万円 

国立総合児童センター地下2階
プール濾過ポンプベアリング修繕 

【随意契約】 

Ｓ．ヤマハサウンド 
システム株式会社 

0.16百万円 

国立総合児童センター内 青山劇
場音響卓DSP電源修繕工事 



使　途

国立総合児童センター電気設備改修工事

費　目 使　途 費　目
金　額

(百万円）

41.00

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング E.
金　額

(百万円）

工事費

計 41.00 計 0

B.株式会社柏原設備コンサルタント F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

工事費 直接工事費、人件費 1.04

材料費 資材購入費 0.51

運搬費 現場までの資材の運搬 0.07

処分費 廃材処分費 0.06

計 1.68 計 0

C.有限会社東和地所 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

工事費 直接工事費、人件費 0.99

材料費 資材購入費 0.44

処分費 廃材処分費 0.03

運搬費 現場までの資材の運搬 0.03

計 1.49 計 0

D.有限会社柏原設備 H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

工事費 直接工事費、人件費 0.81

材料費 資材購入費 0.45

処分費 廃材処分費 0.15

運搬費 現場までの資材の運搬 0.03

計 1.44 計 0



支出先上位１０者リスト
A.

B.

Ｃ.

D.

Ｅ.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

1 ドリコ株式会社 国立総合児童センター調整槽ポンプ、汚泥返送ポンプ交換工事 0.50 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ドリコ株式会社 国立総合児童センター中水ポンプ修繕工事 0.57 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 大谷清運株式会社 国立総合児童センター内物品廃棄業務（第２回分） 0.57 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 荏原実業株式会社 国立総合児童センターＢ４階蒸気減圧弁修繕工事 0.59 随意契約 -

-

落札率

支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

-

1.44

-

随意契約有限会社柏原設備 国立総合児童センター 劇場楽屋ファンコイルドレン及び11Ｆ空調機修繕工事

国立総合児童センター 13階冷却塔補給水層電磁弁及び排風機修繕工事有限会社東和地所 随意契約

支　出　先

随意契約

入札者数

1 1.49

落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数

1

国立総合児童センター 自動制御機器及びダンパー等修繕工事 1.68

落札率

落札率

株式会社柏原設備コンサルタ
ント

1 山下設計株式会社 国立総合児童センター電気設備改修工事監理業務 0.99 随意契約

支　出　先 業　務　概　要

支　出　先 業　務　概　要

業　務　概　要

1

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
株式会社大崎コンピュータエン
ヂニアリング

国立総合児童センター電気設備改修工事 41 4 84.0%

1 山下設計株式会社 国立総合児童センター閉館に係る検討業務 0.98 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 荏原実業株式会社 国立総合児童センター湧水排水ポンプ及び12階トイレ修繕工事 0.87 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
東京パワーテクノロジー株式
会社

国立総合児童センター内微量ＰＣＢ汚染絶縁油収集運搬業務委託 0.72 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 大谷清運株式会社 国立総合児童センター内物品廃棄業務（第３回分） 0.70 随意契約

支　出　額
（百万円）

入札者数

-

1
株式会社柏原設備コンサルタ
ント

国立総合児童センター3階機械室給湯管漏水修繕 0.61 随意契約 -

落札率

-

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数



O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

--0.04平成25年度児童福祉週間「こいのぼり掲揚式」に係る謝金来賓等

-随意契約0.04児童育成事業関連書籍購入
社会福祉法人友愛十字会友愛
書房

10 独立行政法人国立印刷局 厚生労働大臣表彰用賞状 0.03 随意契約 -

9

8

7

6 東栄観光バス株式会社 平成25年度児童福祉週間「こいのぼり掲揚式」に係る園児送迎用バス

株式会社銀座賞状センター

5 職員 職員旅費 0.63 - -

9 66.5%

-随意契約0.06児童福祉文化賞に係る賞状印刷

0.1 随意契約 -

3

株式会社miura-ori-lab

「平成25年度 児童福祉文化財」ポスター印刷　104,000部 1.63 3 43.7%有限会社リラックス

4 「平成25年度 児童福祉文化財」ポスター梱包・発送 1.1

2
株式会社日本システムブレー
ンズ

児童育成事業費補助金に係る交付申請等業務システム開発費 5.88 4 65.8%

1 富士通株式会社 子どものための金銭の給付勘定業務関連システム改修費 9.77 1 99.4%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
東京臨海リサイクルパワー株
式会社

国立総合児童センター内微量ＰＣＢ汚染絶縁油処分業務委託 0.05 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 日本通運株式会社 国立総合児童センター業務書類運搬作業 0.06 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ヤマハサウンドシステム株式会社 国立総合児童センター青山劇場音響卓ＤＳＰ電源修繕工事 0.16 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 有限会社東和地所 国立総合児童センター地下2階プール濾過ポンプベアリング修繕 0.17 随意契約 -

1 大谷清運株式会社 国立総合児童センター内物品廃棄業務（第１回分） 0.21 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 株式会社柏原設備コンサルタント 国立総合児童センター1階トイレ内ベビーシート修繕 0.24 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 森平舞台機構株式会社 国立総合児童センター青山劇場舞台操作卓制御機器修繕工事 0.50 随意契約 -



　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計 2,505 2,505

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

放課後児童クラブ整備費 2,505 2,505

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

26年度活動見込

464 319 319 319

単位当たり
コスト

360
整備実績か所数

8/1

成果指標

75.0%

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度

％

達成度

6/1

―

24年度 25年度

32.0%
成果目標及び成

果実績
（アウトカム）

25年度
目標値

（26年度）

                    放課後児童クラブの提供割合

【小学校1年生～3年生までの放課後児童クラブ登録児
童数／全国の小学校1年生～3年生までの児童数】
（３２％／平成２６年度末）

成果実績

単位 23年度 24年度

％ 68.8% 71.6%

目標値 ％ 32.0%

執行率（％） 62.0% 76.2% 83.4%

1,752執行額

24.0%

3,650 2,298 2,222 2,621 2,505

2,264

22.0% 22.9%

- - -

翌年度へ繰越し ▲ 62

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 3,656 2,287 2,287 2,505 2,505

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度

▲ 51

1,854

予備費等 -

26年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね１０歳未満の児童に対し、授
業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、放課後児童クラブ室の整備を促進する。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

放課後児童健全育成事業を実施するための放課後児童クラブの整備（創設等）に要する経費を補助する。
○実施主体：都道府県・指定都市・中核市・市町村・社会福祉法人等
○補助率：1/3　（指定都市・中核市2/3）
　　　　　　　　　　（都道府県1/3、市区町村1/3）
　　　　　　　　　　（都道府県・指定都市・中核市1/3、・社会福祉法人等1/3）
○基準単価：23,556千円　等

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ―２―２　児童の健全な育成及び資質の向上に必要な

サービスを提供すること

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童手当法第29条の2

関係する計画、
通知等

放課後児童クラブ整備費の国庫補助について
（厚生事務次官通知　昭61.5.15厚生省発児第107号）

子ども・子育てビジョン（平22.1.29　閣議決定）

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　:平成6年度
終了（予定）年度:終了予定なし

担当課室 育成環境課 為石　摩利夫

事業名

事業番号 643

放課後児童クラブ整備費 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局

X / Y

32.0%

▲ 116

32.0%

24年度 25年度

計算式

前年度から繰越し 56 62 51 116

6/1 5/1

1,752/306 1,437/264

活動実績

当初見込み

か所

か所

343306

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度

2,264/360 2,505/319

単位当たりコスト＝X/Y
　X＝執行額、Y＝創設等整備か所数

※　平成２５年度以降は、受入れ枠提供の拡大という事業の
目的に直接かつ確実に関連している創設と拡張のみをか所
数に計上している。

26年度見込

百万円／か所



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

点検対象外

評　価項　　目

点検結果も妥当であり、本事業により児童の健全育成及び子育て支援の充実が図られることから、引き続き必要な予算を確保しつつ、適正
な執行に努めること。

-

現
状
通
り

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

0752 0661

○

○

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
有
効
性

平成25年平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

○

○

646

○

○

－

放課後子ども環境整備等事業費 雇用均等・児童家庭局

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

本事業の実施により、留守家庭児童の放課後の生活の場である放課後児童クラブの整備を行い、地域における留守家庭児童の受け入れ
拡大等を行うことは、児童の健全育成・子育て支援に資するだけでなく、子ども・子育てビジョンにおいて掲げられている「放課後児童クラブ
利用者増加」という政策目標の達成に資する。
平成23年度に360か所、平成24年度に306か所、,平成25年度に264か所の創設等整備を実施していることから、地方自治体のニーズも高く、
本事業の重要性は高いこと言えるから、引き続き実施する必要がある。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

子ども・子育てビジョンにおいて、放課後児童クラブの利
用者を増加させることが目標に位置付けられていること
から、国が関与し、地方自治体や社会福祉法人等の施
設整備を支援する必要があり、就学する利用者からニー
ズもある。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

子ども・子育てビジョンにおいて、放課後児童クラブの利
用者を増加させることが目標に位置付けられており、優
先度は高い。

備考

本事業は、いわゆる施設整備に対する補助事業であり、
設備の設置・備品購入等に対する補助事業である「放課
後子ども環境整備等事業費」との事業内容の重複はな
い。

所管府省・部局名

0639

○

○

○

○

－

本事業については、概ね効率的かつ有効的なものとなっており、今後も引き続き事業を実施していく。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 実績と見込みの間にはそれほど大きな乖離はない。

本事業により創設された放課後児童クラブは、各地域に
おいて十分活用されているものと考えている。

本事業の補助金交付要綱において、負担割合を定めて
いる。

本事業の補助金交付要綱において基準額を定め、実支
出額とを比較して補助金の額を算定しているため、妥当
である。

外部有識者の所見

評価に関する説明

改善の
方向性

本事業の補助金交付要綱において、条件を定めて補助
金を交付しており、資金の流れは合理的なものとなって
いる。

本事業の補助金交付要綱において、補助対象の範囲を
定めている。

自治体からの国庫補助協議において、協議額が国庫補
助基準額に達しないものがあったためと考えられる。

施設整備を実施するに当たっては、事業の実施主体に
補助をする現行の手段が最善の方法であると考えてい
る。

子ども・子育てビジョンにおいて、放課後児童クラブの利
用者を増加させることが目標に位置付けられていること
から、国が関与し、地方自治体や社会福祉法人等の施
設整備を支援する必要がある。



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 

1,409百万円 

交付申請書の内容審査、交付決定 

Ａ.都道府県 

1,092百万円（191カ所） 

市区町村等への間接補助 

Ｃ.市区町村、社会福祉法人等 

1,092百万円（191カ所） 

放課後児童クラブ整備の実施 

国庫補助基本額 

 23,556千円 
 

国庫補助率 １／３ 

施工業者 

【補助】 

【補助】 

Ｂ.指定都市、中核市 

317百万円（62カ所） 

【補助】 

放課後児童クラブ整備の実施 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 43 計 0

工事費
放課後児童クラブ児童クラブ施設整備に必
要な工事費

43

C.みやき町 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 36 計 0

工事費
放課後児童クラブ児童クラブ施設整備に必
要な工事費

36

B.福岡市 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 131 計 0

金　額
(百万円）

工事費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.茨城県 E.
金　額

(百万円）
使　途

放課後児童クラブ児童クラブ施設整備に必
要な工事費

131

費　目 使　途 費　目



支出先上位１０者リスト
A.

B.

C.

- -

- -

9 小城市 放課後児童クラブ施設整備 17 - -

- -

7 嘉麻市 放課後児童クラブ施設整備 22 - -

- -

5 天童市 放課後児童クラブ施設整備 22 - -

4 粕屋町

- -

3 土浦市 放課後児童クラブ施設整備 25 - -

入札者数 落札率

1 みやき町 放課後児童クラブ施設整備 43 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

2 守谷市 放課後児童クラブ施設整備 29

放課後児童クラブ施設整備 23

6 つくばみらい市 放課後児童クラブ施設整備 22

8 朝霞市 放課後児童クラブ施設整備 22

10 大河原町 放課後児童クラブ施設整備 14

-

-

落札率

-

10 山形県 放課後児童クラブ施設整備 32 - -

-

-

-

-

-

-

32

9 大阪府 放課後児童クラブ施設整備 42 - -

8 栃木県 放課後児童クラブ施設整備 45 - -

7 群馬県 放課後児童クラブ施設整備 47 - -

6 千葉県 放課後児童クラブ施設整備 61 - -

5 東京都 放課後児童クラブ施設整備 67 - -

4 埼玉県 放課後児童クラブ施設整備 78 - -

3 福岡県 放課後児童クラブ施設整備 81 - -

2 佐賀県 放課後児童クラブ施設整備 101 - -

1 茨城県 放課後児童クラブ施設整備 131 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 福岡市

支　出　先 業　務　概　要

放課後児童クラブ施設整備 -

支　出　額
（百万円）

- -

5 高崎市

3

-

32

4 姫路市 放課後児童クラブ施設整備

2 高松市 放課後児童クラブ施設整備

川崎市 放課後児童クラブ施設整備

-

入札者数

放課後児童クラブ施設整備 36

14 -10 北九州市 放課後児童クラブ施設整備

9 宇都宮市 放課後児童クラブ施設整備 19 -

6

-8 鹿児島市 放課後児童クラブ施設整備

7 -

-

浜松市 放課後児童クラブ施設整備

20

放課後児童クラブ施設整備高槻市

21

20

21

21

-



　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計 388 0

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

　本事業については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、現在の支出の根拠で
ある児童手当法第29条の2の規定が廃止されるが、平成27年4月の新制度の施行す
る方針の下取り組んでいることから、平成26年度限りで廃止することとしたため。

こどもの国施設整備費 388 0

26年度当初予算 27年度要求

千人

達成度

主な増減理由

26年度活動見込

1 1 1 1

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度

工事件数

-

24年度

件数

-
成果目標及び成

果実績
（アウトカム）

25年度
目標値
（　　年度）

こどもの国は、児童の健康を増進し、かつ、その情操を豊か
にすることを目的として整備された施設であるが、その設置に
当たっては個別の成果目標の達成が念頭に置かれているも
のではなく、また、上記附帯決議を踏まえて実施している本事
業について、個別に成果目標を設定することは馴染まない。
間接的な指標として、こどもの国の入園者数が挙げられる。
目標値については、児童厚生施設の施設整備と来場者数と
の関係性がないため立てられない。

成果実績

成果指標

-

執行額

23年度 24年度

％ - -

目標値 -

執行率（％） 100% 100% 100%

-

単位

566 273 200 388 0

566 273

- - -

翌年度へ繰越し - -

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 566 273 200 388 0

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度

-

200

予備費等 -

26年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

天皇陛下の御成婚記念事業の一つとして建設された、児童健全育成のための中央施設である児童厚生施設（こどもの国）の整備に要する
経費の補助。
（「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に対する附帯決議」においては、「政府は・・・児童の健全育成にふさわしい環境が保
たれるよう必要な助成を行い、その整備発展に配慮すること」とされている。）

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

こどもの国の施設（児童厚生施設）整備に要する経費の補助
○実施主体：社会福祉法人　こどもの国協会
○補助率：定額

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ-２-２　児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービ
スを提供すること

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

児童手当法第29条の2
関係する計画、

通知等

平成26年度こどもの国協会施設整備費の国庫補助について
（厚生労働事務次官通知　平26.3.20厚生労働省発雇児0320第
7号）

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度:平成6年度
終了（予定）年度:平成26年度

担当課室 育成環境課 為石　摩利夫

事業名

事業番号 644

こどもの国協会施設整備費 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者

X / Y

単位当たり
コスト

- -

費　目

787767

-

25年度

-

810

-

活動実績

当初見込み

前年度から繰越し - - - -

件数

11

25年度

計算式

-

24年度

単位当たり
コスト

1

算出根拠 単位 23年度

- -

※特定の児童厚生施設に関する施設整備事業であるた
め、「単位コスト」の概念になじまない。

26年度見込

-

-



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

点検対象外

評　価項　　目

事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。

　本事業については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規定が廃止されるが、平成
27年4月の新制度の施行する方針の下取り組んでいることから、平成26年度限りで廃止することとしたため。

現
状
通
り

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

0754 0662 平成25年 0640

○

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
有
効
性

平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

○

○

－

－

－

－

- -

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
施設は40年以上が経ち老朽化しているが、本事業により来園者の安全が確保・維持されていると言える。例年、計画されている整備は着実
に実施されており、平成23年度566百万円、平成24年度273百万円、平成25年度200百万円と予算を全額執行したところである。引き続き、来
園者の安全の確保・維持に必要な整備に限って実施する。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に
対する附帯決議」においては、「政府は・・・児童の健全
育成にふさわしい環境が保たれるよう必要な助成を行
い、その整備発展に配慮すること」とされている。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に
対する附帯決議」においては、「政府は・・・児童の健全
育成にふさわしい環境が保たれるよう必要な助成を行
い、その整備発展に配慮すること」とされているため、優
先度の高い事業である。

－

備考

-
所管府省・部局名

－

（事業の廃止）平成27年度4月に子ども・子育て支援新制度が施行されることとなれば、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規
定が廃止される。

－

本事業の実施により、来園者の安全が確保・維持されて
いると考えている。

－

－

-

○

－

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

－

施設は40年以上が経ち老朽化しており、毎年順次改修
等が必要であるが、来園者の安全の確保・維持に必要な
整備に限って実施している。

－

－ －

－

評価に関する説明

「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に
対する附帯決議」においては、「政府は・・・児童の健全
育成にふさわしい環境が保たれるよう必要な助成を行
い、その整備発展に配慮すること」とされている。

-

－

外部有識者の所見

改善の
方向性



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 

２００百万円 

交付申請書の内容審査、交付決定 

【補助】 

Ａ 
社会福祉法人こどもの国協会 

２００百万円 

施設整備の実施 

施工業者 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 200 計 0

工事費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額
が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

E.
金　額
(百万円）

使　途
金　額
(百万円）

こどもの国の施設整備に必要な工事費 200

費　目 使　途

A.（社福）こどもの国協会

費　目



支出先上位１０者リスト
A.

1 （社福）こどもの国協会 こどもの国の運営 200 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率



21,482 ―

(25,591) (26,310) (27,029) (27,750)
放課後児童クラブの設置か所数 か所

20,561 21,085

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

人

活動実績

当初見込み

単位

計 30,276 30,244

　放課後児童指導員等資質向上事業については、子ども・子育て支援対策推進事業
費において実施することとしたため、減額となった。

放課後児童指導員等資質
向上事業

32 0

25,576

放課後児童クラブ支援事業 4,668 4,668

22,272,078
/18,507

23,480,139
/18,991

25,354,469
/19,529

-

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単

位
：
百
万
円

）

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

放課後児童健全育成事業
費

25,576

26年度見込

単位当たりコストＸ／Ｙ
　Ｘ：執行額
　Ｙ：国庫補助を受けている放課後児童クラブか所数

単位当たり
コスト 千円 1,203 1,236 1,298 －

計算式 X / Y

活動指標

― ―

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度 24年度 25年度

小学校1年生～3年生までの
放課後児童クラブの登録児童数

活動実績 739,243 751,715 778,581 ―

当初見込み ― ―

32.0% 32.0%

25年度 26年度活動見込

％ 68.8% 71.6% 75.0%

23年度 24年度

25年度
目標値
（26年度）

放課後児童クラブの提供割合
【小学校1年生～3年生までの放課後児童クラブ登録児
童数／全国の小学校1年生～3年生までの児童数】

目標値：平成26年度末までに32%

成果実績 ％ 22.0% 22.9% 24.0%

目標値

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 23年度 24年度

％ 32.0% 32.0%

達成度

執行率（％） 83.5% 84.1% 88.2%

執行額 22,272 23,480 25,354

計 26,675 27,932 28,744 30,276 30,244

予備費等 - - - -

翌年度へ繰越し - - -

- - -

前年度から繰越し - - - -

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 26,675 27,932 28,744 30,276 30,244

補正予算 -

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね１０歳未満の児童に対し、授
業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供する放課後児童クラブの運営のために必要な経費を補助。
○実施主体：都道府県、指定都市、中核市、市町村
○補助率：１／３（都道府県・市町村１／３、指定都市・中核市２／３）
○Ｈ２６単価：１クラブ当たり年額　３，４２７千円（児童数　３６～４５人の場合）等

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

児童福祉法第６条の３第２項
児童手当法第２９条の２

関係する計画、
通知等

「放課後児童健全育成事業等の実施について」（厚生労働省雇
用均等・児童家庭局長通知　平成26年4月1日　雇児発0401第
14号）
「放課後児童健全育成事業費等の国庫補助について」（厚生労
働事務次官通知　平成26年4月1日　厚生労働省発雇児0401
第15号）
子ども・子育てビジョン（平成22年1月29日　閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね１０歳未満の児童に対し、授
業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　：昭和５１年度
終了（予定）年度：終了予定なし

担当課室 育成環境課 為石　摩利夫

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提
供すること（Ⅵ-2-2）

事業番号 0645

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）
事業名 放課後児童健全育成事業費等 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者



0641平成23年 0755 平成24年 0663 平成25年

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現
状
通
り

-

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

外部有識者の所見

点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

点検結果も妥当であり、本事業により児童の健全育成及び子育て支援の充実が図られることから、引き続き必要な予算を確保しつつ、適正
な執行に努めること。

-

- - -

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

　放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後等
に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とするものである。
　25年度の各点検項目による評価は概ね妥当である。
　子ども・子育てビジョンにおいては、数値目標として放課後児童クラブの受入児童数の増加が挙げられている。
　成果目標に対し成果実績は届かないものの、運営費補助の単価改善など所要の措置を講じていることから、年々放課後児童クラブの登
録児童数、設置か所数共に増加傾向にあり、放課後児童クラブの提供割合も年々増加（23年：22.0％、24年：22.9％、25年：24.0％）している
ことから、効率的な執行ができている。

改善の
方向性

　平成27年4月に子ども・子育て支援新制度が施行されることとなれば、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規定は廃止され
るが、今後においても、就労希望者の潜在的なニーズに対応し、放課後児童クラブを利用したい人が必要なサービスを受けられるよう、受入
児童数の拡大を図るための支援措置を引き続き実施していくことを検討中。

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 - -

-

-
事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

- -

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） △

子ども・子育てビジョンにそって必要な予算を計上してい
るが自治体によっては整備が追いついていないところが
あり不用額がでている。執行率については、年々改善傾
向にはある。

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○
総合的な放課後対策を推進するため、文部科学省所管
の子ども教室と連携を行っている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○ 放課後児童クラブ、児童数ともに年々増加している。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○
交付要綱等で条件を定めて補助金を交付しており、資金
の流れは、合理的なものとなっている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
放課後児童クラブの運営に必要な経費を補助をする事
業である。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 － －

受益者との負担関係は妥当であるか。 － －

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○
実支出額と基準額を比較して補助金の額を算定してい
る。適切な基準額を算定し、補助しているので妥当であ
る。

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○

子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景
に、放課後児童クラブ数が年々増加している。また、国
費を投入することで、クラブの円滑な運営につながり、児
童の健全育成及び公益のために必要である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
平成22年に閣議決定した「子ども子育てビジョン」に基づ
き、政府として取組を推進している事業であり、国として
実施すべき事業である。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○

子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景
に、子ども子育てビジョンに掲げる数値目標に従って、放
課後児童クラブ数が年々増加していることから、優先度
が高い事業といえる。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

国庫補助基準額【補助率１／３】 

（１クラブ当たり、年額） 

 ・児童数10～19人クラブ 

   1,193千円 

 ・児童数20～35人クラブ 

   2,094千円 

 ・児童数36～45人クラブ 

   3,360千円 

 ・児童数46～55人クラブ 

   3,193千円 

 ・児童数56～70人クラブ 

   3,026千円 

 ・児童数71人以上クラブ 

   2,859千円 

厚生労働省 

25,354百万円 

Ａ：都道府県・指定都市・中核

市 

（109か所）25,354百万円 

国庫補助申請書の審査 
交付決定 

【補助】 

・国庫補助申請書の審査、管内市町村への交付 

・放課後児童クラブの運営（8,077百万円）※指定都市、中核市分 

・研修事業の実施（12百万円） 
 

市町村 

17,265百万円 

【補助】 

・放課後児童クラブの運営 

・民間事業者への運営の委託、助成 

民間事業者 
【参考】 

・放課後児童クラブの運営 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 1,309 計 0

金　額
(百万円）

補助金 放課後児童クラブの運営に必要な経費 1,309

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額
が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.埼玉県 E.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途



支出先上位１０者リスト
A.

10 栃木県 放課後児童健全育成事業 443 － －

9 兵庫県 放課後児童健全育成事業 468 － －

8 福岡県 放課後児童健全育成事業 676 － －

7 茨城県 放課後児童健全育成事業 689 － －

6 北海道 放課後児童健全育成事業 690 － －

5 千葉県 放課後児童健全育成事業 816 － －

4 愛知県 放課後児童健全育成事業 846 － －

3 大阪府 放課後児童健全育成事業 927 － －

2 東京都 放課後児童健全育成事業 1,294 － －

1 埼玉県 放課後児童健全育成事業 1,309 － －

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率



事業番号 646

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）
事業名 放課後子ども環境整備等事業費 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　：平成17年度
終了（予定）年度：終了予定なし

担当課室 育成環境課 為石　摩利夫

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提

供すること（Ⅵ-2-2）

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

児童福祉法第６条の３第２項
児童手当法第２９条の２

関係する計画、
通知等

「放課後児童健全育成事業等の実施について」（厚生労
働省雇用均等・児童家庭局長通知　平成26年4月1日　雇
児発0401第14号）
「放課後児童健全育成事業費等の国庫補助について」
（厚生労働事務次官通知　平成26年4月1日　厚生労働省
発雇児0401第15号）
子ども・子育てビジョン（平成22年1月29日　閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　新たに放課後児童健全育成事業を実施するため、既存の小学校の余裕教室等の改修等や、必要な設備の整備などの環境整備を行うことにより、放
課後児童健全育成事業の設置促進等を図る。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　学校の余裕教室等を改修して、新たに放課後児童クラブを設置する際の改修等に必要な経費の補助を行う。
　○実施主体：指定都市、中核市、市町村
　○補助率：１／３（都道府県・市町村１／３、指定都市・中核市２／３）
　○Ｈ２６単価：改修の場合（７，０００千円）、改修の場合で開設準備が必要な場合（７，６００千円）
　　 設備の設置・備品購入のみの場合（１，０００千円）、設備の設置・備品購入のみの場合で開設準備が必要な場合（１，６００千円）
　　 障害児受け入れのための改修等（１，０００千円）

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度要求

予算
の状
況

当初予算 1,007 546 546 443 443

補正予算 - - - -

前年度から繰越し - - - -

翌年度へ繰越し - - -

予備費等 - - - -

計 1,007 546 546 443 443

執行額 344 290 339

執行率（％） 34.2% 53.1% 62.1%

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 23年度 24年度

か所 32.0% 32.0%

25年度
目標値

（　　年度）

放課後児童クラブの提供割合
【小学校1年生～3年生までの放課後児童クラブ登録児
童数／全国の小学校1年生～3年生までの児童数】

目標値：平成26年度末までに32%

成果実績 か所 22.0% 22.9% 24.0%

目標値 32.0% 32.0%

達成度 ％ 68.8% 71.6% 75.0%

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度 24年度

か所 (1231) (800)

25年度 26年度活動見込

放課後児童クラブの改修等を実施
活動実績 か所 797 644 732 ―

当初見込み (800) (644)

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度 24年度 25年度 26年度見込

単位当たりコストＸ／Ｙ
　Ｘ：執行額
　Ｙ：改修等か所数

単位当たり
コスト 千円 432 450 463 -

計算式 X / Y
344,388

/797
289,868

/644
338,558

/732
-

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単

位
：
百
万
円

）

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

放課後子ども環境整備等
事業費

443 443

計 443 443



事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○

子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景
に、放課後児童クラブ数が年々増加している。また、国
費を投入することで、円滑に環境整備が進み、児童の健
全育成及び公益のために必要である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並
びに都道府県、指定都市及び中核市が行う事業に対し
て、補助を行うものであり、国で実施すべき事業である。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○
放課後児童クラブの環境整備を行うことにより、放課後
児童対策の充実が図られている。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 － -

受益者との負担関係は妥当であるか。 - -

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○ 適切な基準額を算定し、補助しているので妥当である。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○
交付要綱等で条件を定めて補助金を交付しており、資金
の流れは、合理的なものとなっている。

○ 児童の適切な遊び及び生活の場として活用されている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
新たに放課後児童クラブを実施するために必要な改修、
設備等に目的を限定して補助している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○
改修による整備を予定していた自治体が創設による整
備に変更したなど確認しており、妥当と考える。

- -

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○
実施主体である市町村等が負担する施設、設備の改修
費等の補助事業であるため、児童のために活用されて
いる。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○
年々乖離が小さくなってきている。今後も見込みを活動
実績に近づけていく。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

643 放課後児童クラブ整備費 雇用均等・児童家庭局

-

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余
裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とするものである。
　子ども・子育てビジョンにおいて、放課後児童クラブ受入児童数の増加が主な数値目標として挙げられており、放課後の児童の「生活の場」となる環境
整備を推進する必要がある。
　本事業は、待機児童の解消及び健全育成に資する重要な事業であり、25年度の各点検項目による評価も概ね妥当である。また、放課後児童クラブの
改修等の当初見込みに対する活動実績の割合が年々増加（23年：65％、24年：81％、25年：92％）していることより、効率的な執行ができている。

改善の
方向性

今後においても、当初見込みと活動実績に乖離がでないよう留意し、継続して事業を実施していく。

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

本事業は、設備の設置・備品購入等に対する補助事業
であり、いわゆる施設整備に対する補助事業「放課後児
童クラブ整備費」との事業内容の重複はない。

外部有識者の所見

点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

点検結果も妥当であり、本事業により児童の健全育成及び子育て支援の充実が図られることから、引き続き必要な予算を確保しつつ、適正
な執行に努めること。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現
状
通
り

-

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年 0756 平成24年 0664 平成25年 0642



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

国庫補助基準額 【補助率１／３】 

 ・改修の場合 

  7,000千円 

 ・設備設置、備品購入のみの場合 

  1,000千円 

 ・障害者受け入れのための改修等 

  1,000千円 

厚生労働省 

339百万円 

Ａ：都道府県・指定都市・中核

市 

（107か所）339百万円 

国庫補助申請書の審査 
交付決定 

【補助】 

・国庫補助申請書の審査、管内市町村への交付 

・改修等の実施（124百万円）※指定都市、中核市分 
 

市町村 

215百万円 

【補助】 

・改修等の実施 

民間事業者 

【参考】 

・改修等の実施 



費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東京都 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

補助金 放課後児童クラブの改修等に必要な経費 33

計 33 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



支出先上位１０者リスト
A.

10 富山県
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

10 － －

9 奈良市
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

10 － －

8 沖縄県
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

10 － －

7 豊中市
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

11 － －

6 長崎県
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

12 － －

5 千葉県
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

12 － －

4 札幌市
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

16 － －

3 横浜市
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

17 － －

2 埼玉県
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

24 － －

1 東京都
放課後児童クラブの改修等に対する国庫補助申請書の審査、管内市町村
への交付

33 － －

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率



54 ―

回 127

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

箇所 141 141

回

61

88.5% －

51.1%

26年度活動見込

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度 25年度

活動実績

70

○児童厚生員等研修事業及び放課後こどもプラン指導者研
修事業等
　児童厚生員等研修事業及び放課後こどもプラン指導者研修
事業等の実施回数

○児童館巡回支援活動等事業費等
　全ての児童館職員を対象に、「こどもの城」で開発した活動
プログラム及び唯一の国立の児童館として培った専門的知
識・技能の普及を図り、全国の児童館による健全育成活動の
活性化、質の向上を図る。(活動実績は、児童館巡回支援活
動等事業実施箇所数)

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値

（　　年度）

成果実績

141

達成度

目標値

54

141

執行額

集計中箇所

達成度

単位 23年度 24年度

％

執行率（％） 100% 100% 100%

0

593

70 72

584

成果指標

翌年度へ繰越し -

予備費等 -

593 584 471 466

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 593 584 471 466 0

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度

-

471

前年度から繰越し -

26年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　（公財）児童育成協会及び（財）児童健全育成推進財団（平成26年4月1日公益財団に移行）が、これまで培ってきた児童の健全育成に係る
豊富な知識・経験、様々なノウハウ及び全国規模のネットワーク等を活用し、地域差のない児童健全育成の普及、児童館職員のレベルアッ
プを図るものである。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　こどもの城の各事業部が行っている子どもと親の遊びを中心とした活動プログラム、社会保障審議会で推薦された児童劇（児童参加型）を
全国の児童厚生施設等に巡回・提供する事業等に必要な経費を補助。
○実施主体：（公財）児童育成協会、（財）児童健全育成推進財団
○補助率：定額

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ-2-2  児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービス
を提供すること。

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童手当法第２９条の２

関係する計画、
通知等

優良児童劇巡回事業等の国庫補助について（厚生事務次官通
知　平11.6.15厚生省発児第103号）児童館巡回支援活動等事
業費等の国庫補助について（厚生事務次官通知　平6.6.23厚
生省発児第109号）

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度:平成６年度
終了（予定）年度:平成２６年度

担当課室 育成環境課 為石 摩利夫

事業名

事業番号 0647

優良児童劇巡回等事業費 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者

－

-

-

- - -

○児童館巡回支援活動等事業費等
　本事業は、こどもの城で開発した活動プログラム等を全国に
対して普及･啓発を図ることにより、地域差のない児童健全育
成、児童館職員のレベルアップを図るものであるが、各地域
における児童健全育成の状況や児童館職員のレベルは様々
であることから、一律の成果目標を設定することは馴染まな
い。(成果実績は、児童館巡回支援活動等事業実施箇所数)

○児童厚生員等研修事業、放課後こどもプラン指導者研修事業等
　本事業は、児童館職員等に対する研修を実施することにより児童
館職員等の資質の向上を図るものであるが、児童館職員等のレベル
は数値で示すことは困難であることから、目標値を設定していない。
(成果実績は、児童厚生員等研修事業及び放課後こどもプラン指導
者研修事業等の実施回数）

成果実績

- - -

回

集計中72

141 141

53 52

61 61 61

当初見込み

―

24年度

304 357 150

102.0%

86.9% 85.2%

活動実績

当初見込み

箇所

123.7%

141

61 61 61 －

53 52

364 157

目標値

箇所

回

141

％

回

49.6%

達成度 ％

回

当初見込み

104.7%

目標値 回 304 357 150 127

成果実績 376

－

○優良児童劇巡回事業
　優良児童劇巡回事業（平成２４年度まではこども映画祭を含
む）の実施回数

活動実績 回 376 364 157 ―

○優良児童劇巡回事業
　本事業は、児童に優れた児童福祉文化財を提供するため、
全国で児童劇の公演を実施することにより地域差のない児童
健全育成の普及を図るものであるが、地域における児童健全
育成の普及状況を数値で示すことは困難であることから、目
標値を設定していない。（成果実績は、優良児童劇巡回事業
の実施回数）



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

466 0

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

計

優良児童劇巡回等事業等

評　価項　　目

単位当たり
コスト

児童館巡回支援活動等事
業費

343 0

費　目 26年度当初予算

3,836千円/回 集計中

123 0

27年度要求 主な増減理由

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

○

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

交付要綱で適切な基準額を算定している。

―

点
検
・
改
善
結
果

事
業
の
有
効
性

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

○

○

―

○

－

－

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

―
所管府省・部局名

点検結果

　少子化や核家族化の進行、都市化の進展、地域社会の子育て機能の低下等に伴う育児不安の広がり、多様な人間関係を経験する機会
の減少など、子どもや家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、児童が健やかに生まれ育つための環境づくりが喫緊の課題となっている中、平
成25年度においても、全国の児童厚生施設において活動プログラムの実技指導を47回実施し、また、157回の児童劇の巡回公演や放課後
児童クラブ職員に対する研修等を実施したところであり、これにより地域差のない児童健全育成の普及、全国の児童館職員のレベルアップ
を図ったところである。

千円/回

○

○

－

本事業は、全国で地域差のない児童健全育成の普及、
児童館職員等の資質向上を図るために必要な手段であ
り、優先度は高い。

本事業は、全国で地域差のない児童健全育成の普及、
児童館職員等の資質向上を図るものであることから、国
が関与する必要があり、国民からのニーズもある。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

― ―

―

○

○

（事業の廃止）平成27年4月に子ども・子育て支援新制度が施行されることとなれば、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規定
が廃止されるたため。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。
児童館巡回支援活動等事業、優良児童劇巡回等事業と
もに、活動見込と同等若しくはそれ以上の実績を残して
いる。

－

－

児童健全育成についてのノウハウ及び全国規模のネット
ワークを有する２法人を支出先としており、選定は妥当で
ある。

評価に関する説明

改善の
方向性

交付要綱等で対象経費等を定めている。

過去の行政刷新会議の指摘を踏まえるなどして、事業の
実施に必要な経費に限定して予算計上している。

－

児童健全育成についてのノウハウ及び全国規模のネット
ワークを有する２法人により実施しており、実効性の高い
手段となっている。

本事業は、全国で地域差のない児童健全育成の普及、
児童館職員等の資質向上を図るものであることから、国
が関与する必要があり、国民からのニーズもある。

―

24年度 25年度

計算式
114,801千円

/396回
62,488千円

/113回

26年度見込

108,281千円
/393回

74,186千円
/157回

3,969千円/回 1,434千円/回

算出根拠 単位 23年度

千円/回

553千円/回

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ

Ｘ：「所要額実績」
Ｙ：「児童館巡回支援活動実地箇所数」
※事務諸費を除いた額で算出

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ（事務費を除いて計算）

Ｘ：「所要額実績（優良児童劇（平成２４年度まではこども
映画祭を含む））」
Ｙ：「回数実績（優良児童劇（平成２４年度まではこども映
画祭を含む））」

千円/回

千円/回

277,795千円/70回 276,172千円/72回計算式

単位当たり
コスト 276千円/回

29,269千円
/61回

202,189千円/141回

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ（事務費を除いて計算）

Ｘ：「所要額実績（児童厚生員等研修事業及び放課後こ
どもプラン指導者研修事業等）」
Ｙ：「回数実績（児童厚生員等研修事業及び放課後こども
プラン指導者研修事業等）」

単位当たり
コスト 千円/回 561千円/回 551千円/回 531千円/回

290千円/回

集計中

473千円/回

　本事業については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、現在の支出の根拠で
ある児童手当法第29条の2の規定が廃止されるが、平成27年4月の新制度の施行す
る方針の下取り組んでいることから、平成26年度限りで廃止することとしたため。

単位当たり
コスト

480千円/回

計算式 千円/回
29,708千円

/53回
28,658千円

/52回
28,694千円

/54回



現
状
通
り

　本事業については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規定が廃止されるが、平成
27年4月の新制度の施行する方針の下取り組んでいることから、平成26年度限りで廃止することとしたため。

平成23年

点検対象外

0757 06430665

行政事業レビュー推進チームの所見

事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成25年平成24年

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現
状
通
り

備考

平成21年11月26日　行政刷新会議事業仕分け
○優良児童劇巡回事業　（第一弾　事業番号２－２８）
　評価結果：「予算要求通り」
　取りまとめコメント：大変難しい判断になるが、取りまとめ役の判断として、第２ＷＧの結論は「予算要求通り」としたい。様々な意見があったが、「予算縮減」
という意見の中でも、よく見てみると、「総額は要求通り。但し、財団についてはリストラすべき。」という意見や、「予算を大幅に劇団にまわして欲しい。」という
意見、あるいは「天下りである１３００万円の理事についてはリストラすべき。」、さらには「児童厚生員等研修事業や放課後子どもプラン指導者研修等事業に
ついては精査する必要がある」というような意見があった。つまり、子どもたちに直接、夢と希望を与えるような事業については基本的に大切にすべきというこ
とである。もちろん、文化庁や文科省との重複がないように厚生労働省としてやる意義、即ち、子どもたちに良質な芸術や文化に触れさせると同時に、子ども
たちの居場所を作ること、また子どもたちに参加の機会を与えるということがコンセプトであったと思うので、このコンセプトをしっかりと守った上で事業を続け
ていただきたい。特に、厳しい財政状況の中で劇団の方たちが苦労しているという現実があるので、皆さんが頑張っていただけるよう配慮を求めたいと思う。
また、児童厚生員等研修事業や放課後子どもプラン指導者研修等事業については、廃止することが可能かどうか、政務三役とよく話し合いながら、より良い
ものを求めていただきたいと思う。

平成22年10月28日　行政刷新会議特別会計仕分け
○児童館巡回支援活動等事業　（第一弾　事業番号２－２８）
　評価結果：「子育てと仕事の両立という本来の目的に合致する施策に厳しく絞り込む　予算要求の圧縮（２５％目途）」

外部有識者の所見



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 

471百万円 

交付申請書の内容審査、交付決定 

Ａ （公財）児童育成協会 

337百万円 

Ｂ （財）児童健全育成推進財団 

134百万円 

児童館巡回支援活動事業等の実施 優良児童劇巡回等事業の実施 

【補助】 【補助】 

（参考） 

児童劇団 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 134 計 0

事業費
優良児童劇巡回等事業を行うために必要な
費用

134

B.（財）児童健全育成推進財団 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 337 計 0

金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

費　目

事業費 337

A.　（公財）児童育成協会 E.
金　額

(百万円）
使　途 費　目

児童館巡回支援活動事業等を行うために必
要な費用

使　途



支出先上位１０者リスト
A.

B.

1 （財）児童健全育成推進財団
児童の健康の増進及び情操の陶冶を図るために必要な事業、児童館の設
置運営に関する知識の普及啓発等

134 － －

1 （公財）児童育成協会 児童の健全育成及び資質の向上に資する施設の経営等 337 － －

落札率
支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要 入札者数



　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

成果指標

－

活動指標及び活
動実績

（アウトプット） 助成した研究課題数

26年度活動見込活動指標

計 － －

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単

位
：
百
万
円

）

児童関連サービス調査研
究等事業費

－ － すでに事業を廃止している。（平成２５年度で終了）

15 ―

主な増減理由

単位当たり
コスト

費　目 26年度当初予算 27年度要求

23年度

単位 23年度 24年度 25年度

－－

活動実績

当初見込み

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値
（　　年度）

　　　　　　　　　　　　　助成した研究課題数

※行政サービスの現場に即した調査研究であり、必要に
応じて実施しているため、目標値の設定は困難である。

成果実績 件数

達成度

単位

46執行額

24年度

％ － －

目標値 －

－

76

23 10

執行率（％） 100% 100% 100%

翌年度へ繰越し -

予備費等 -

15

76 46 46 －

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 76 46 46 － －

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度

-

46

前年度から繰越し -

26年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりについて、民間サービスも含めた諸分野からの調査研究を実施し、子どもや家庭に対する支援施策に
資することを目的とする。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　子育て支援等を推進する民間団体により、行政が行っているサービスの有効性の確認、子育て家庭の意識等について、利用者の求めているニーズの
把握など現場に即した調査研究に対し助成する。
○実施主体：一般財団法人こども未来財団
○補助率：定額

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ-2-2　児童の健全な育成及び資質の向上に必要サービ
スを提供すること

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

児童手当法第２９条の２
関係する計画、

通知等
子育て支援事業等助成費の国庫補助について（厚生労
働事務次官通知　平6.8.22　厚生省発児第137号）

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度:平成６年度
終了年度:平成２５年度

担当課室 育成環境課 為石 摩利夫

事業名

事業番号 648

児童関連サービス調査研究等事業費 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局

千円/件

－

-

－

24年度 25年度

計算式

- - -

45,673千円/15件 45,673千円/15件

- - -

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度

75,776千円/25件 －

単位当たりコスト　X/Y
X:45,673千円
Y:15件

26年度見込

件数

件数

23 10

25 15 15 ―

千円/件 3,031千円/件 3,045千円/件 3,045千円/件 －



○

点検対象外

評　価項　　目

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。

すでに事業を廃止している。（平成２５年度で終了）

現
状
通
り

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成25年平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

平成23年

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

現
状
通
り

○

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
有
効
性

0758 0666

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点検結果
　子どもや家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、児童が健やかに生まれ育つための環境づくりが喫緊の課題となっており、平成25年度には
15件の研究を採択した。子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりについて、多様なニーズを把握して調査研究を実施し、行政サービ
スの質の向上や支援施策の立案に貢献した。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○

―

－

－

―

点
検
・
改
善
結
果

行政が行っているサービスの有効性の確認、子育て家
庭の意識等について、利用者の求めているニーズの把
握等現場に即した調査を実施し、国の施策の参考として
いるため国費を投入したことは有効であった。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

－

― ―

0644

－

○

－

外部有識者の所見

行政が必要としている調査研究を広く一般から公募し、
公募のあった調査研究課題について内容を精査し、採
択する調査研究課題を決定した。

備考

―
所管府省・部局名

○

○

すでに事業を廃止している。（平成２５年度で終了）

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 予算計上した件数と同数の調査研究課題を採択した。

研究結果はマスコミ等に取り上げられるなど、高い成果
が得られたものと考える。

―

研究調査費の単位コストを勘案した上で、予算額や研究
件数を設定した。

国の施策に必要な調査を実施しており、政策目的の達
成手段として優先度の高い事業であったと考える。

評価に関する説明

改善の
方向性

―

対象経費については、助成要領により真に必要なものの
みに限定した。

―

―

国の施策に必要な調査を実施しており、国が関与すべき
ものであった。

― ―



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 

４６百万円 
 

交付申請書の内容審査、交付決定、補助事業者の指導監督等 

【補助】 

（一財）こども未来財団 
４６百万円 

（参考） 

・研究課題を公募 
・応募のあった研究計画について、学識経
験者等で構成する審査委員会で審査・採択 

児童関連サービス調査研究等事業の実施 

研究者 

（1課題当たり3,045千円 ） 
46百万円（１５件） 

Ａ 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 46 計 0

事業諸費
児童関連サービス調査研究等事業を行うた
めに必要な費用

1

児童関連サービス調査研究等事業を行うた
めに必要な費用

金　額
(百万円）

研究費

A.　（一財）こども未来財団 E.

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額
が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

費　目 使　途 使　途
金　額
(百万円）

45

費　目



支出先上位１０者リスト
A.

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 （一財）こども未来財団
家庭の育児を支援する事業の振興、児童の健全育成等を支援する事業の
振興等

46 － －

2

3

4

5

6

7

8

9

10



　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計 135

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

事務費、事業費 135 －

－

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

26年度活動見込

9 9 6 11

単位当たり
コスト

実施研究数

―

成果指標

142.4

18,452,000円

―

24年度 25年度

2,891,965

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度

アクセス数

達成度 ％ 86.3

9

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値

（　　年度）

研究結果を掲載しているHPのアクセス数
（前年度の成果実績を目標値に設定）

成果実績

単位 23年度 24年度

80.2

目標値 アクセス数 3,349,646

執行率（％） 100% 100% 100%

執行額

3,303,9402,891,965 2,319,548

155

補正予算

166 154 155 135 －

-

-

-

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 166 154 155

計

135 －

前年度から繰越し

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

児童の福祉に関する諸問題について総合的に調査研究を行い、児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的とする。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

子どもや家庭の医療、保健、福祉、社会環境等の諸問題について総合的な調査研究を行う。

○ 実施主体 ： （社福）恩賜財団母子愛育会（日本子ども家庭総合研究所）
○ 補助率　 ： 定額

なお、当該事業は平成25年公開プロセスの対象となり、公開プロセスの評価結果を踏まえて、平成26年度は、公募により採択された都道府
県及び市町村並びに社会福祉法人等が実施するなど実施方法を見直し、新たな交付要綱に基づき実施する。

実施方法

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童手当法第29条の2

関係する計画、
通知等

児童福祉問題調査研究事業費等の国庫補助について
（厚生事務次官通知　Ｈ10.4.23　厚生省発児第81号）

26年度

- - -

24年度 25年度

開始年度　　　　：昭和３９年度（昭和６０年度まで一般会
計に計上）
終了(予定)年度：平成２６年度

担当課室 総務課 古川　夏樹

事業名

□直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計　子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ-2-2　児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサー

ビスを提供すること

事業番号 649

児童福祉問題調査研究事業 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

X / Y

3,303,940

-

2,319,548

24年度 25年度

- -

- - -

9

-

翌年度へ繰越し -

予備費等

166 154

17,114,000円 25,812,000円

②154,026,000/9 ②154,872,000/6

活動実績

当初見込み

研究数

研究数

6

計算式

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度

②166,068,000/9 ―

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ

X：「執行額」
Y：「実施研究数」

26年度見込

1研究あ
たりの年
額



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

点検対象外

評　価項　　目

現
状
通

り

事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。

事業の達成状況等を踏まえ、予定どおり廃止する。

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

事業創設に至った昭和３７年７月の中央福祉審議会答申「児
童をめぐる環境の変化（非行児童の急増、幼児の事故死、乳
児死亡の地域格差等）を踏まえた児童問題研究の推進」の指
摘に対応して、これまで一貫して国内のこどもや家庭を取り巻
く環境の変化に焦点を当てて事業を実施しており、広く国民の
ニーズに応えることを目的としているため、政策実現のために
国費を投入する必要がある。

社会情勢等を反映し、近年であれば、児童虐待の防止や社
会的養護の充実、東日本大震災の被災児童に対する支援な
ど喫緊の「児童を巡る環境の変化」に対応したテーマについて
研究を実施し、政策立案や現場での対応に生かしており、優
先度が高い。

○

評価に関する説明

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

関連する過去のレビューシートの事業番号

過去公開プロセスの対象
・実施年：平成25年度
・シート番号、事業名：645　児童福祉問題調査研究事業
・公開プロセスの際の「結果」及び「とりまとめコメント」
　「結果」：事業全体の抜本的改善
　「とりまとめコメント」：公募による実施主体の選定等実施方法の検討を念頭に更なる見直しを行い、概算要求へ適切に反映させることが必要。

平成23年 759 667

行政事業レビュー推進チームの所見

○

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

現
状
通

り

○

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
有
効
性

平成25年平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事業に関するノウハウの蓄積がある法人で行っている事業に
ついて補助を行っているため、当該事項は該当なしと整理し
ている。

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

-

－

－

－

備考

-
所管府省・部局名

-

645

-

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

○

○

－

外部有識者の所見

-

事
業
の
効
率
性

○

○

-

　平成25年度公開プロセスによる評価結果を踏まえ、平成26年度からは、実施主体を公募することとするなど実施方法を見直し、新たな交
付要綱に基づき実施する。
　平成２７年４月に子ども・子育て支援新制度が施行されることとなれば、現在の支出の根拠である児童手当法第２９条の２の規定が廃止さ
れるため、継続を検討中。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 当初見込みに見合った活動実績となっている。

研究内容は、毎年、「日本子ども家庭総合研究所紀要」として
取りまとめて刊行し、関係官公庁・研究機関のほか都道府
県、児童相談所、保育所等へ配布している。
また、「日本子ども家庭総合研究所紀要」を法人のホーム
ページに掲載し、広く一般に閲覧ができるようにしている。
なお。平成26年度は公募により採択された実施主体のホーム
ページに掲載し、広く一般に閲覧できるようにする予定。

-

研究成果が、政策立案や現場ニーズへの対応として、法改正
や手引きの編纂などに活用されていることを踏まえ、コスト水
準は妥当である。

改善の
方向性

広く国民のニーズがある、子どもや家庭の医療、保健、福祉、社会環境等の諸問題についての総合的な調査研究は重要であり、25年度に
おいても当初見込みに見合った活動実績となっている。研究成果についても、政策立案や現場ニーズへの対応として、法改正や手引きの編
纂などに活用されており、引き続き、児童の健全な育成と資質の向上に資するという観点から、本事業は必要である。
　一方で、その実施方法については、平成25年度に実施された公開プロセスで、公募による実施主体の選定等実施方法の検討を念頭に更
なる見直しを行う必要があるとの評価結果が示された。

-

-

本事業の実施に必要な人件費等、事業に必要な経費のみを
補助対象としている。

-

子どもや家庭の医療、保健、福祉、社会環境等の諸問題につ
いて総合的に調査研究を行っていることから、効果的である。

広く国民のニーズに応えることを目的としているため、特定の
区域の住民を対象としている地方自治体を実施主体とするこ
とはなじまない。また、児童の福祉に関する諸問題について
の総合的な調査研究を目的とする事業であるが、民間等に委
ねた場合、研究対象分野の偏りや、継続的な調査研究が実
施されない等の恐れがある。
よって、国が国費を投入し、実施する必要がある。

－



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 
155百万円 

書類の審査、交付決定 

Ａ.社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会 

155百万円 

子どもや家庭の医療、保健、福祉、社会環境等の
諸問題についての総合的な調査研究 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 155 計 0

児童福祉や母子保健の推進のための諸謝
金、賃金、旅費、印刷製本費、雑役務費等
の経費

E.

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

事務費

使　途
金　額

(百万円）

A.社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

155

費　目 使　途 費　目



支出先上位１０者リスト
A.

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 （社福）恩賜財団母子愛育会
子どもや家庭の医療、保健、福祉、社会環境等の諸問題についての総合的
な調査研究

155 - -



計算式 X / Y 45,000/30,000 18,000/6,946 18,000/15,800 -

232,037/198 231,632/185

1

-

- - - -

-3

単位当たり
コスト

単位当たりコストX/Y
X：執行額（子育て活動の普及啓発や子育て支援に関す
る情報提供に要する経費のみ）(千円単位)
Y：意識啓発広告件数

単位当たり
コスト 千円 2

活動実績

当初見込み

枚
30,000

単位当たりコストX/Y
X：執行額（放課後児童クラブ等環境整備事業のみ）(千
円単位)
Y：放課後児童クラブ等環境整備事業実施か所数

6,946 15,800

計 197 0

　本事業については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、現在の支出の根拠で
ある児童手当法第29条の2の規定が廃止されるが、平成27年4月の新制度の施行す
る方針の下取り組んでいることから、平成26年度限りで廃止することとしたため。

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

子育て支援サービス事業費等 197 0

166,560/78 -

単位当たり
コスト 千円 1,172 1,252 2,135 -

計算式 X / Y

(56)

算出根拠 単位 23年度 24年度 25年度 26年度見込

(68)

意識啓発広告件数

25年度 26年度活動見込

放課後児童クラブ等環境整備事業の助成件数

活動実績 198 185 78 ―

当初見込み

活動指標 単位 23年度 24年度

（134） （130）
か所活動指標及び活

動実績
（アウトプット）

32.0% 32.0%

達成度 ％ 68.8% 71.6% 75.0%

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値

（　　年度）

                            放課後児童クラブの提供割合

【小学校1年生～3年生までの放課後児童クラブ登録児
童数／全国の小学校1年生～3年生までの児童数】

目標値：平成26年度末までに32%

成果実績 ％ 22.0% 22.9% 24.0%

目標値

成果指標 単位 23年度 24年度

％ 32.0% 32.0%

執行率（％） 100.0% 100.0% 100.0%

執行額 356 301 225

計 356 301 225 197 0

予備費等 - - - -

翌年度へ繰越し - - -

- - -

前年度から繰越し - - - -

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 356 301 225 197 0

補正予算 -

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

（１）放課後児童クラブ等環境整備事業・・・企業・子育てＮＰＯが放課後児童健全育成事業や子育て親子の交流・相談事業を行う際に必要な整備費や、
事業所内保育施設における備品等購入費の一部を助成する事業。

（２）身近な子育て応援活動推進事業・・・社会全体で子育てを支えるという意識啓発を図る取組み、子育て支援や次世代育成に関する情報提供等を実
施。
　
　○実施主体：一般財団法人こども未来財団　　○補助率：定額

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童手当法第29条の２

関係する計画、
通知等

「子育て支援事業等助成費の国庫補助について」
（厚生労働事務次官通知　平成6年8月22日　厚生省発児第
137号）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する施設の整備に対し助成等を行うことにより、児童の健全育成に寄与すること
を目的とする。

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　：平成２２年度
終了予定年度：平成２６年度

担当課室 育成環境課 為石　摩利夫

会計区分 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提

供すること（Ⅵ-2-2）

事業番号 0650

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）
事業名 子育て支援サービス事業費等 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者



平成25年 0646

現
状
通
り

　本事業については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規定が廃止されるが、平成
27年4月の新制度の施行する方針の下取り組んでいることから、平成26年度限りで廃止することとしたため。

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年 0894 平成24年 0776

外部有識者の所見

点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

-

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

・平成２１年１１月に実施された行政刷新会議（事業仕分け）からの指摘を踏まえ「こども未来基金」300億円については国庫へ返納するととも
に、これまで当該基金の運用益により実施してきた事業（基金事業）のうち、必要な事業については、平成22年度より国庫補助事業として本
事業（子育て支援サービス事業費等）を実施。
・また、本事業は、仕事と子育ての両立の支援、子育てに優しい環境づくりの推進、企業の子育て支援に関する取組みの促進など、財源を
負担している事業主への還元的な事業を実施するものであり、民間のニーズを踏まえ、既存の公的サービスでは対応しがたい機動的・弾力
的な事業を実施するものである。
・本事業は、子育て支援に対する事業主の理解を深めることにより次世代育成支援に貢献しているといえる重要な事業である。これまで実
績見合いで予算額を精査しているが（24年：301百万、25年度：225百万、26年度：197百万）、毎年度当初見込みを上回る活動実績になって
おり、子育て支援の充実が図られている。

改善の
方向性

（事業の廃止）平成27年4月に子ども・子育て支援新制度が施行されることとなれば、現在の支出の根拠である児童手当法第29条の2の規定
が廃止されるため。

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

-

-
事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

- - -

- -

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○
活動実績は当初見込みよりも上回っており、実効性の高
いものになっている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○ 毎年当初見込みを上回る活動実績になっている。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○
放課後児童クラブ・子育て支援拠点施設整備等事業に
より整備、改修された放課後児童クラブ等は、その後十
分に活用されている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
対象経費については、助成要領にて真に必要なものの
み規定している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） - -

財源を負担している事業主への還元的な事業を実施す
るものであり、負担関係は妥当である。

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○
実支出額と基準額を比較して、補助金の額を算定してい
る。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○
整備に係る経費や備品購入費など事業に必要な経費を
支出している。

既存の公的サービスでは対応できない、機動的、弾力的
な事業を実施するため、民間が設置する放課後児童クラ
ブの整備や子育て支援拠点の環境改善に対して助成を
行う事業であり、国が民間団体に補助を行っている。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○
民間企業・子育てNPOが設置する放課後児童健全育成
事業等を実施する施設の整備に対し助成等を行うことに
より、児童の健全育成の充実が図られている。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

民意を反映し多様なニーズに応えるとともに、事業主団
体や民間企業、地方公共団体、NPO法人等の関係機関
と連携しつつ拠出者へ還元的意義を有する児童育成事
業を行った実績を有し、児童の育成に幅広い知識と経験
を有している法人を選定している。

受益者との負担関係は妥当であるか。 ○

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○

民間が設置する放課後児童クラブの整備や子育て支援
拠点の環境改善に対して国が助成を行うことで、地域の
子育て支援機能の充実が図られるため、広く国民のニー
ズがある。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 

２２５百万円 

国庫補助申請書の審査 
交付決定 

Ａ：一般財団法人こども未来財団 

２２５百万円 

【A.補助】 

・子育て活動の普及啓発等の実施 

・整備費助成の公募 
・事業費の支払い 

【公募】 

B.民間企業、ＮＰＯ法人等  ７８団体 

２２５百万円 

放課後児童クラブの整備等 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 14 計 0

事業費
放課後児童健全育成事業等を実施する施
設の整備

14

B.芳全寺学園　こども館 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 225 計 0

事務諸費
子育て支援活動に要する事務費及び人件
費

41

事業費
放課後児童クラブ等環境整備事業等に要す
る経費

167

使　途
金　額

(百万円）

事業費
子育て活動の普及啓発や子育て支援に関
する情報提供等に要する経費

18

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.一般財団法人こども未来財団 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目



支出先上位１０者リスト
A.

B.

10 こどもとおはなしの家
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

6 - -

9 学童保育きづなｸﾗﾌﾞ
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

6 - -

8
（特非）学童保育所くらかけ広
場

民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

7 - -

7 放課後児童クラブみのり
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

9 - -

6 学童保育所ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ第2
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

10 - -

5 那珂ｷｯｽﾞスクール
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

11 - -

4 せいかキッズ
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

14 - -

3
認定こども園　親松幼稚園　親
松こどもクラブ

民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

14 - -

2 わくわく美里学童ｸﾗﾌﾞ
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

14 - -

1 芳全寺学園　こども館
民間企業・子育てＮＰＯが設置する放課後児童健全育成事業等を実施する
施設の整備

14 - -

1
一般財団法人　こども未来財
団

家庭の育児を支援する事業の振興、児童の健全育成等を支援する事業の
振興等

225 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率



　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計 49 －

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

事務費、事業費 49 －

26年度当初予算 27年度要求

①受講者数
②アクセス数

達成度

主な増減理由

26年度活動見込

①9回
② 80

①9回
② 60

①8回
② 70

①7回
② 76

単位当たり
コスト

①9回
② 89

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度

①研修の回数
②サイトのコンテンツ（公開している学術的見解等の数）

―

24年度

①研修回数
②コンテンツ数

① 1,552
②3,234,053

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値

（　　年度）

①受講者数
②情報提供サイトのアクセス数
　（前年度の成果実績を目標値に設定）
　※平成23年5月10日までは独自ドメインでの運営でな
いため、アクセス数算出不可。

成果実績

成果指標 単位

①91.3
②163.7

執行額

23年度 24年度

％
①85.7
②　－

①84.0
②184.4

目標値 ①受講者数
②アクセス数

①1,492
②　－

①1,304
②5,963,496

執行率（％） 100% 100% 100%

187 173 49 49 －

187 173

- - -

翌年度へ繰越し - -

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 187 173 49 49 －

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度

-

49

予備費等 -

26年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

母子保健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得するための研修を実施するとともに、児童並びに家庭に関する情報の把握・分析・提供
を行うことなどにより、児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的とする。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

① 医師、保健師等、検査技術者など母子保健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得するための研修の実施等を行う。
②子どもや家庭に関連する行政や民間団体等の取組や、研究成果等を継続的に把握、分析し、インターネットにより提供する。

○ 実施主体 ： （社福）恩賜財団母子愛育会
○ 補助率　 ： 定額

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 年金特別会計　子どものための金銭の給付勘定 政策・施策名
Ⅵ-2-2　児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサー

ビスを提供すること

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童手当法第29条の2

関係する計画、
通知等

母子保健要員研修等事業費等の国庫補助について
（厚生事務次官通知　Ｈ10.4.23　厚生省発児第81号）

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　：昭和３９年度（昭和６０年度まで一般会
計に計上）

終了(予定)年度：平成２６年度
担当課室 総務課 古川　夏樹

事業名

事業番号 651

母子保健要員研修等事業等 担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 作成責任者

X / Y

単位当たり
コスト

①26,222円
②8.8円

―

費　目

①1,432
②5,963,496

24年度

①1,308
②9,760,935

①1,278
②3,234,053

①21,021円
②2.2円

25年度

①1,662
②9,760,935

①27,496,000/1,308
②21,114,000/9,760,935

活動実績

当初見込み

前年度から繰越し - - - -

①研修回数
②コンテンツ数

①8回
② 76

①9回
② 69

25年度

計算式

①21,207円
②3.5円

算出根拠 単位 23年度

①33,512,000/1,278
②28,321,000/3,234,053 ―

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ

X：「予算額」
Y：①「受講者数」
Y：②「アクセス数」

26年度見込

①１人あたりの
経費
②１アクセス
あたりの経費

①27,654,000/1,304
②20,924,000/5,963,496



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

点検対象外

評　価項　　目

事業の達成状況等を検証し、廃止の妥当性を検討すること。

事業の達成状況等を踏まえ、予定どおり廃止する。

現
状
通
り

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

759 667 平成25年 948

○

単位当たりコストの水準は妥当か。

事
業
の
有
効
性

平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

○

○

-

－

－

－

- -

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

広く国民のニーズがある、母子保健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得するための研修の実施や、児童並びに家庭に関する情報の
把握・分析・提供等は重要であり、国が国費を投入し、実施する必要がある。
　平成25年度は、研修の受講数が引き続き1,300件を超え、また、情報提供を行うサイトへのアクス数が約1,000万件となるなど、事業は広く
活用されており、引き続き、児童の健全な育成と資質の向上に資するという観点から、本事業は必要である。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

母子保健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得す
るための研修の実施や、児童並びに家庭に関する情報
の把握・分析・提供等は重要であり、広く国民のニーズに
応えることを目的としているため、国が実施すべき事業
であり、国費を投入する必要がある。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

母子保健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得す
るための研修の実施や、児童並びに家庭に関する情報
の把握・分析・提供等は、現場での対応に生かされてお
り、優先度が高い。

-

備考

-
所管府省・部局名

-

母子保健に携わる者の医学技術の体得は必要不可欠であることから、引き続き適正な事業の実施に努めてまいりたい。
平成２７年４月に子ども・子育て支援新制度が施行されることとなれば、現在の支出の根拠である児童手当法第２９条の２の規定が廃止され
るため、継続を検討中。

当初見込みに見合った活動実績となっている。

母子保健指導者の参考に供するものとして、現業、行
政、研究、臨床の各方面で活用される国際的専門情報
の収集、検索、提供及び「母子保健情報誌」の編集、発
行事業を行うとともに、児童並びに家庭に関する情報を
継続的に把握・分析し、広く国民に提供しており、十分活
用されている。

○

－

-

○

－

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

○

-

本事業の実施に必要な人件費や広報経費等、事業に必
要な経費のみを補助対象としている。

-

○

母子保健医療に携わる者に研修を実施するとともに、児
童並びに家庭に関する情報の把握・分析・提供等を行っ
ており、現場での対応に生かされていることから、効果的
である。

-

評価に関する説明

広く国民のニーズに応えることを目的としており、母子保
健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得するため
の研修の実施や、児童並びに家庭に関する情報の把
握・分析・提供等は重要であり、国が実施すべき事業で
ある。

-

母子保健医療に携わる者が最新の医学、技術を体得す
るとともに、児童並びに家庭に関する情報が広く国民に
提供されることを踏まえ、コスト水準は妥当である。

外部有識者の所見

改善の
方向性



※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省 
49百万円 

書類の審査、交付決定 

Ａ.社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会 

49百万円 

母子保健医療に携わる者に対す
る研修の実施や児童並びに家庭
に関する情報の把握・分析・提供
等 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 49 計 0

事業費
児童福祉や母子保健の推進のための諸謝
金、賃金、旅費、購入費、印刷製本費、通信
運搬費等の経費

24

事務費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

E.
金　額

(百万円）
使　途

金　額
(百万円）

児童福祉や母子保健の推進のための諸謝
金、賃金、旅費、印刷製本費、雑役務費等
の経費

25

費　目 使　途

A.社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

費　目



支出先上位１０者リスト
A.

1 （社福）恩賜財団母子愛育会
子どもや家庭の医療、保健、福祉、社会環境等の諸問題について総合的な
調査研究や子ども家庭福祉に関する情報提供等

49 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率


